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 住生活基本法（平成18年法律第61号）第15条第１項に規定する国民の住生活の安定の確保及び向

上の促進に関する基本的な計画を、平成 28年度から平成 37年度までを計画期間として、次のとおり

定める。 

 

第１ 住生活をめぐる現状と今後10年の課題、それらに対応するための施策の基本的な方針 

 

（１）住生活をめぐる現状と今後10年の課題 

（少子高齢化・人口減少の急速な進展。大都市圏における後期高齢者の急増） 

◇人口減少と少子高齢化 

○ 我が国の総人口は平成22（2010）年の1億2,806万人をピークに減少局面に。高齢

者の割合は、平成25（2013）年には25%を超え、世界に例のない高齢社会がすでに到

来。 

・高齢化率：先進諸国の高齢化率を比較すると、平成17（2005）年には最も高い水準に 

            平成22（2010）年の主要国（G8）と先進地域※の高齢化率（％） 

      日本  22.9 イタリア 20.4  ドイツ   20.6 フランス 17.0 イギリス16.2   

            カナダ 14.2 ロシア   13.1  アメリカ 13.0 先進地域 16.1 

              ※先進地域：ヨーロッパ、北アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、日本 

○ 少子化による若年人口、生産年齢人口の減少と、団塊の世代の高齢化に伴う高齢人

口の増加が進み、平成32（2020）年には、30%を超える見込み。 

◇地方圏の人口減少と継続・増大する大都市圏への人口流出 

○ 地方圏では高齢化がさらに進み、人口と世帯数が大都市圏よりも早く減少局面に

入っている。他方、東京圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）における平成 26

（2014）年の転入超過数は約11万人、東京都（約7万3千人）が最多で３年連続で

増加しており、地方圏から大都市圏への人口流出が継続・増大。 

○ 長期的にみると、2050年に人口が増加する地点の割合は全国の約2%で、主に大都

市圏に分布する一方で、人口が半分以下になる地点が現在の居住地域の６割以上※と

なる見込み。 

※全国を1㎢毎の地点に分けて推計  

◇大都市圏における後期高齢者の急増 

○ 平成 37（2025）年には、団塊の世代が後期高齢者となり、全国の後期高齢者数は

平成 22（2010）年の約 1.5倍、首都圏では約 1.8倍に増加。首都圏をはじめとする
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大都市圏では、後期高齢者の大幅な増加に直面する見込みであり、医療・介護・福祉

需要の増加への対応が喫緊の課題。 

◇被生活保護世帯の状況 

○ 被生活保護世帯も、平成４（1992）年の約59万世帯から平成27（2015）年には約

162万世帯に増加。 

○ 今後、高齢者世帯の増加に伴い、年金生活者となる賃貸住宅居住の高齢者の増加

が、被生活保護世帯数を押し上げる。 

・賃貸住宅に居住する高齢者（夫婦・単身）世帯数： 

平成15（2003）年：約109万世帯 → 平成25年（2013年）：約162万世帯 

 

（世帯数の減少により空き家がさらに増加） 

○ 住宅の戸数に大きな影響を与える世帯数も減少局面を迎え、平成 31（2019）年の

5,307万世帯を頂点として、平成37（2025）年には5,244万世帯になる見込み。 

○ 民間シンクタンクの予測には、平成 25（2013）年に約 820万戸あった空き家の総

数が、平成 35（2023）年には約 1,400万戸に、特に問題となる賃貸・売却用以外の

いわゆる「その他空き家」は、平成 25（2013）年の約 320 万戸から平成 35（2023）

年に約500万戸となる見込みとするものもある。 

 

（地域のコミュニティが希薄化しているなど居住環境の質が低下） 

○ 住宅地における人口減少、少子高齢化、空き家の増加により、地域のコミュニティ

が希薄化すると、高齢者や子どもを地域全体で見守る機能の低下や災害に対する脆

弱性が増大するおそれ。公共サービスの維持も困難になり、居住者の日常生活の利便

性も低下。 

・過疎地域※：市町村数（平成27（2015）年4月）797市町村（46.4%） 

人口（平成22（2010）年国勢調査）1,136万人（8.9%） 

面積（平成22（2010）年国勢調査）221,911㎢（58.7%） 

    ※過疎地域自立促進特別措置法における過疎市町村、みなし過疎市町村、一部過疎地域 

・消防団数：平成元（1989）年 3,649 → 平成27（2015）年 2,208 

・近隣住民や地域との交流・つながりについての意識調査※によると、交流・つながりを持ちたいと

考える理由として、 

①火事や自然災害など緊急時にお互いに助け合える（全ての世代で6割以上） 

②高齢者の見守りや介護などに有益だから（40代以上で約5割） 

③子育てや子どもの成長などに有益だから（30代で約6割） 
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等を挙げる割合が高い 

        ※内閣府「住生活に関する世論調査」（平成27年度） 

・一般路線バスの廃線：平成21（2009）年から平成26（2014）年までに約8,053km 

・鉄軌道の廃線：平成12（2000）年度から平成26（2014）年度までに37路線、約754km 

・公共交通空白地域（バス500m圏外、鉄道1km圏外）の人口：約735万人 

 

（少子高齢化と人口減少が、住宅政策上の諸問題の根本的な要因） 

○ i)医療・福祉・介護需要の増加、被生活保護世帯の増加等をもたらす高齢化問題、

ii)空き家問題、iii)地域コミュニティを支える力の低下といった住宅政策上の諸問

題は、少子高齢化と人口減少が根本的な要因。 

○ 昭和59（1984）年には 1.81であった出生率は、平成17（2005） 年 には1.26 ま

で大幅に低下し、その後も 1.3〜1.4 程度で推移。 

○ 少子高齢化は、社会保障費用負担増、国内経済の縮小など若年世代の将来に対する

不安・悲観へとつながり、更なる少子化につながるおそれ。 

○ 長期的には、出生率の向上が実現されない限り、更なる人口減少と極めて高い高齢

化率が継続し、住宅政策上も更に困難な状況になることが避けられない。 

 

（リフォーム・既存住宅流通等の住宅ストック活用型市場への転換の遅れ） 

○ 平成25（2013）年には、住宅ストック数は約6,063万戸となり、戸数的には充足。

空き家も約 820 万戸となり、空き家問題が深刻化する中で、既存住宅活用型市場へ

の転換が求められてきた。 

○ 既存住宅活用型市場の柱である、住宅リフォーム市場規模（平成 20（2008）年の

約6.06兆円から、平成25（2013）年の約7.49兆円）、既存住宅取引数（平成20（2008）

年の約16.7万戸から平成25（2013）年の約16.9万戸）は、ともに伸び悩んでおり、

新築住宅中心の市場から既存住宅活用型市場への転換が遅れている。 

 

（マンションの老朽化・空き家の増加により、防災・治安・衛生面での課題が顕在化するお

それ） 

○ 平成 26（2014）年のマンションのストック数は約 613万戸となり、総住宅ストッ

クの１割以上を占める。 

○ 旧耐震基準時代に建設されたマンションのストック数は、約 106 万戸存在。建設
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時期が古いほど居住者の高齢化が進展。 

○ 多数の区分所有者の合意形成というマンション特有の難しさに加え、管理組合の

役員のなり手不足（居住者の高齢化、賃貸化による非居住所有者の増加、空き家の増

加等）など、適正な管理が困難になっているものもある。 

○ 具体的には、管理不全による共用部分の機能停止や設備の劣化等の状況に陥ると

ともに、防災・治安・衛生面での課題が顕在化するおそれがある。 

 

 

 

（２）施策の基本的な方針 

○ 本計画では、住宅政策の方向性を国民に分かりやすく示すことを基本的な方針と

する。そのため、（１）で示した課題に対応するための政策を、多様な視点に立って

示し、それらの政策を総合的に実施する。 

 

○ ①「居住者からの視点」 

②「住宅ストックからの視点」 

③「産業・地域からの視点」 

という３つの視点から、以下に掲げる８つの目標を立てる。 

 

①「居住者からの視点」 

目標１ 結婚・出産を希望する若年世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の

実現 

目標２ 高齢者が自立して暮らすことができる住生活の実現 

目標３ 住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保 

②「住宅ストックからの視点」 

目標４ 住宅すごろくを超える新たな住宅循環システムの構築 

目標５ 建替えやリフォームによる安全で質の高い住宅への更新 

目標６ 急増する空き家の活用・除却の推進 

③「産業・地域からの視点」 

目標７ 強い経済の実現に貢献する住宅関連産業の成長 

目標８ 住宅地の魅力の維持・向上 
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第２ 目標と基本的な施策      

 

 

【居住者からの視点】 

 

目標１ 結婚・出産を希望する若年世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の実現 

（１）結婚・出産を希望する若年世帯や子育て世帯が望む住宅を選択・確保できる環境を整備 

（２）子どもを産み育てたいという思いを実現できる環境を整備し、希望出生率1.8の実現につ

なげる 

 

（基本的な施策） 

（１）結婚・出産を希望する若年世帯・子育て世帯が、必要とする質や広さの住宅（民間賃貸、

公的賃貸、持家）に、収入等の世帯の状況に応じて居住できるよう支援を実施 

①民間賃貸住宅を子育て世帯向けにリフォームすることを促進すること等により、民間賃

貸住宅を活用 

②子育て世帯等を対象とした公営住宅への優先入居、ＵＲ賃貸住宅等の家賃低廉化等によ

り、公的賃貸住宅への入居を支援 

③子育て世帯等が必要とする良質で魅力的な既存住宅の流通を促進すること等により、持

ち家の取得を支援 

（２）世代間で助け合いながら子どもを育てることができる三世代同居・近居の促進 

（３）住まいの近くへの子育て支援施設の立地誘導等により、地域ぐるみで子どもを育む環境の整

備を推進 

 

（成果指標） 

  ・子育て世帯（18歳未満が含まれる世帯）における誘導居住面積水準達成率 

【全国】   42%（平成25）→50%（平成37） 

【大都市圏】 37%（平成25）→50%（平成37） 
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目標２ 高齢者が自立して暮らすことができる住生活の実現 

（１）高齢者が安全に安心して生涯を送ることができるための住宅の改善・供給 

（２）高齢者が望む場所で住宅を確保し、日常生活圏において、介護・医療サービスや生活支援

サービスが利用できる居住環境を実現 

 

（基本的な施策） 

（１）住宅のバリアフリー化を推進するとともに、高齢者の身体機能や認知機能等の状況に応じ

た高齢者向けの住まいや多様な住宅関連サービスのあり方を示した「新たな高齢者向け住宅

のガイドライン」を検討・創設 

（２）まちづくりと調和し、高齢者の需要に応じたサービス付き高齢者向け住宅等の供給促進 

（３）公的賃貸住宅団地の建替え等の機会をとらえた高齢者生活支援施設等の地域の拠点の形成 

（４）公的保証による民間金融機関のバックアップなどによりリバースモーゲージの普及を図

り、高齢者の住み替え等の住生活関連資金の確保 

（５）高齢者の住宅資産の活用や住み替えに関する相談体制の充実 

 

（成果指標） 

  ・高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合 

2.1%（平成26）→4%（平成37） 

  ・高齢者生活支援施設を併設するサービス付き高齢者向け住宅の割合 

77%（平成26）→90%（平成37） 

  ・都市再生機構団地（大都市圏のおおむね1,000戸以上の団地約200団地が対象）の地域の医療福

祉拠点化 

0団地（平成27）→150団地程度（平成37）                

  ・建替え等が行われる公的賃貸住宅団地（100戸以上）における、高齢者世帯、障害者世帯、子育

て世帯の支援に資する施設の併設率 

平成28～平成37の期間内に建替え等が行われる団地のおおむね９割  

・高齢者（65歳以上の者）の居住する住宅の一定のバリアフリー化率※ 

  41%（平成25）→75%（平成37） 

    ※一定のバリアフリー化率：２箇所以上の手すり設置又は屋内の段差解消 
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目標３ 住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保 

住宅を市場において自力で確保することが難しい低額所得者、高齢者、障害者、ひとり

親・多子世帯等の子育て世帯、被生活保護者、外国人、ホームレス等（住宅確保要配慮者）

が、安心して暮らせる住宅を確保できる環境を実現 

 

（基本的な施策） 

（１）高齢化等による被生活保護世帯等の住宅確保要配慮者の増加に対応するため、空き家の活

用を促進するとともに、民間賃貸住宅を活用した新たな仕組みの構築も含めた、住宅セーフ

ティネット機能を強化 

（２）民間賃貸住宅への住宅確保要配慮者の円滑な入居を促進するため、地方公共団体、賃貸住

宅管理業者、家主、居住支援を行う団体等から構成される居住支援協議会の設置・活動を支

援 

（３）公営住宅、UR賃貸住宅等の公的賃貸住宅を適切に供給。また、公営住宅の整備・管理につ

いて、地域の実情を踏まえつつ、PPP/PFIも含め、民間事業者の様々なノウハウや技術の活

用を促進 

（４）公的賃貸住宅団地の建替え等の適切な実施と、その機会をとらえた高齢者世帯・子育て世

帯等の支援に資する施設等の地域の拠点の形成による居住環境の再生の推進 

 

（成果指標） 

  ・最低居住面積水準未満率 

4.2%（平成25）→早期に解消 

  ・都市再生機構団地（大都市圏のおおむね1,000戸以上の団地約200団地が対象）の地域の医療福

祉拠点化（再掲） 

0団地（平成27）→150団地程度（平成37）                

  ・建替え等が行われる公的賃貸住宅団地（100戸以上）における、高齢者世帯、障害者世帯、子育

て世帯の支援に資する施設の併設率（再掲） 

平成28～平成37の期間内に建替え等が行われる団地のおおむね９割  
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【住宅ストックからの視点】 

 

目標４ 住宅すごろくを超える新たな住宅循環システムの構築 

（１）「住宅購入でゴール」のいわゆる「住宅すごろく」を超えて、購入した住宅の維持管理やリ

フォームの適切な実施により、住宅の価値が低下せず、良質で魅力的な既存住宅として市場

で評価され、流通することにより、資産として次の世代に承継されていく新たな流れ（新た

な住宅循環システム）を創出 

（２）既存住宅を良質で魅力的なものにするためのリフォーム投資の拡大と「資産として価値の

ある住宅」を活用した住み替え需要の喚起により、人口減少時代の住宅市場の新たな牽引力

を創出 

 

（基本的な施策） 

（１）既存住宅が資産となる「新たな住宅循環システム」の構築。そのための施策を総合的に実

施 

①インスペクション、住宅瑕疵保険等を活用した品質確保 

②インスペクションにおける人材育成や非破壊検査技術の活用等による検査の質の確保・

向上 

③住宅性能表示、住宅履歴情報等を活用した消費者への情報提供の充実 

④内装・外装のリフォームやデザインなど、消費者が買いたいと思う既存住宅の魅力の向上 

⑤既存住宅の価値向上を反映した評価方法の普及・定着 

（２）資産として承継できる長期優良住宅等の良質で安全な新築住宅の供給 

（３）資産としての住宅を担保とした資金調達を行える住宅金融市場の整備・育成 

 

（成果指標） 

・既存住宅流通の市場規模 

4兆円（平成25）→8兆円（平成37） 

・既存住宅流通量に占める既存住宅売買瑕疵保険に加入した住宅の割合 

5%（平成26）→20%（平成37） 

・新築住宅における認定長期優良住宅の割合 

11.3%（平成26）→20%（平成37） 
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目標５ 建替えやリフォームによる安全で質の高い住宅ストックへの更新 

（１）約900万戸ある耐震性を充たさない住宅の建替え、省エネ性を充たさない住宅やバリアフ

リー化されていない住宅等のリフォームなどにより、安全で質の高い住宅ストックに更新 

（２）多数の区分所有者の合意形成という特有の難しさを抱える老朽化マンションの建替え・改

修を促進し、耐震性等の安全性や質の向上を図る 

 

（基本的な施策） 

（１）質の高い住宅ストックを将来世代へ承継するため、耐震性を充たさない住宅の建替え等に

よる更新 

（２）耐震化リフォームによる耐震性の向上、長期優良住宅化リフォームによる耐久性等の向

上、省エネリフォームによる省エネ性の向上と適切な維持管理の促進 

（３）ヒートショック防止等の健康増進・魅力あるデザイン等の投資意欲が刺激され、あるいは

効果が実感できるようなリフォームの促進 

（４）密集市街地における安全を確保するための住宅の建替えやリフォームの促進策を検討 

（５）民間賃貸住宅の計画的な維持管理を促進するため、必要となる修繕資金が確保されるため

の手段を幅広く検討 

（６）リフォームに関する消費者の相談体制や消費者が安心してリフォーム事業者を選択するた

めのリフォーム事業者団体登録制度の充実・普及 

（７）マンションに関しては、総合的な施策を講じることにより、適切な維持管理や建替え・改

修を促進 

①敷地売却制度等を活用したマンションの円滑な建替えや再開発事業を活用した住宅団地

の再生を促進 

②空き家が多いマンションにも対応できる合意形成や団地型マンションの円滑な建替えを

促進するための新たな仕組みを構築 

③管理組合の担い手不足への対応、長期修繕計画及び修繕積立金の設定により適切な維持

管理を推進 

 

（成果指標） 

・耐震基準（昭和56年基準）が求める耐震性を有しない住宅ストックの比率 

18%（平成25）→おおむね解消（平成37） 

・リフォームの市場規模 

7兆円（平成25）→12兆円（平成37） 

・省エネ基準を充たす住宅ストックの割合 

6%（平成25）→20%（平成37） 

・マンションの建替え等の件数※ 
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約250件（平成26）→約500件（平成37） 

 ※昭和50年からの累計 

・25年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を設定している分譲マンション管理組合の割合 

46%（平成25）→70%（平成37） 
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目標６ 急増する空き家の活用・除却の推進 

（１）空き家を賃貸、売却、他用途に活用するとともに、計画的な空き家の解体・撤去を推進

し、空き家の増加を抑制 

（２）地方圏においては特に空き家の増加が著しいため、空き家対策を総合的に推進し、地方創

生に貢献 

 

（基本的な施策） 

（１）良質な既存住宅が市場に流通し、空き家増加が抑制される新たな住宅循環システムの構築 

（２）空き家を活用した地方移住、二地域居住等の促進 

（３）伝統的な日本家屋としての古民家等の再生や他用途活用を促進 

（４）介護、福祉、子育て支援施設、宿泊施設等の他用途への転換の促進 

（５）定期借家制度、DIY型賃貸借等の多様な賃貸借の形態を活用した既存住宅の活用促進 

（６）空き家の利活用や売却・賃貸に関する相談体制や、空き家の所有者等の情報の収集・開示

方法の充実 

（７）防災・衛生・景観等の生活環境に悪影響を及ぼす空き家について、空家等対策の推進に関

する特別措置法などを活用した計画的な解体・撤去を促進 

 

（成果指標） 

   ・空家等対策計画を策定した市区町村数の全市区町村数に対する割合 

0割（平成26）→おおむね８割（平成37） 

・賃貸・売却用等以外の「その他空き家」数 

318万戸（平成25）→ 400万戸程度におさえる（平成37）  
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【産業・地域からの視点】 

 

目標７ 強い経済の実現に貢献する住宅関連産業の成長 

（１）後継者不足に加え少子化の影響で担い手不足が深刻化する中で、住宅関連産業の担い手を

確保・育成し、地域経済を活性化するとともに、良質で安全な住宅を供給できる環境を実現 

（２）住生活に関連する新しいビジネスを成長させ、居住者の利便性の向上とともに、経済成長

に貢献 

 

（基本的な施策） 

（１）地域経済を支える地域材を用いた良質な木造住宅の供給促進やそれを担う設計者や技能者

の育成等の生産体制整備 

（２）伝統的な技術を確実に承継し発展させるとともに、CLT（直交集成板）等の部材・工法等

の新たな技術開発を推進 

（３）既存住宅の維持管理、リフォーム、空き家管理等のいわゆる住宅ストックビジネス※の活

性化を推進するとともに、多角化する住宅関連産業に対応した担い手を確保し、研修等によ

る育成を強化 

※定期メンテナンス、インスペクション、住宅ファイル、空き家巡回サービス、DIYビジネス、BIMデータ等 

（４）生活の利便性の向上と新たな市場創出のため、子育て世帯・高齢者世帯など幅広い世帯の

ニーズに応える住生活関連の新たなビジネス※市場の創出・拡大を促進するとともに、住宅

関連産業の海外展開を支援するなど、我が国の住宅関連産業の成長を促進 

※家事代行、暮らしのトラブル駆けつけ、保管クリーニング、粗大ゴミ搬出、家具移動、食事宅配、ICT対

応型住宅、遠隔健康管理、ロボット技術等 

 

（成果指標） 

  ・リフォームの市場規模（再掲） 

7兆円（平成25）→12兆円（平成37） 

  ・既存住宅流通の市場規模（再掲） 

4兆円（平成25）→8兆円（平成37）    
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目標８ 住宅地の魅力の維持・向上 

（１）地域の自然、歴史、文化その他の特性に応じて、個々の住宅だけでなく、居住環境やコミ

ュニティをより豊かなものにすることを目指す 

（２）国土強靱化の理念を踏まえ、火災や地震、洪水・内水、津波・高潮、土砂災害等の自然災

害等に対する防災・減災対策を推進し、居住者の安全性の確保・向上を促進 

 

（基本的な施策） 

（１）コンパクトシティなどのまちづくりと連携した街なか居住の推進や福祉拠点の形成等によ

り、交通、買い物、医療、教育等に関して居住者の利便性を向上させるなど、居住環境・住

宅地の魅力の維持・向上 

（２）住宅団地の再生促進と、その機会をとらえた高齢者世帯・子育て世帯等の支援に資する施

設等の地域の拠点の形成による地域コミュニティと利便性の向上を促進 

（３）建築協定や景観協定等に加え、ＮＰＯやまちづくりコーディネーターといった専門家によ

る支援等を通じ、住民によって担われる仕組みを充実させ、良好な景観の形成、豊かなコミ

ュニティの維持・向上を目指す 

（４）マンションのコミュニティ活動について、居住者、管理組合、周辺住民、民間事業者、地

方公共団体等の多様な主体により、適切な役割分担の下に、積極的に行われるよう推進 

（５）密集市街地の改善整備やハザードマップの積極的な情報提供、タイムラインの整備と訓練

等により居住者の災害時の安全性の向上を図る 

 

（成果指標） 

  ・地震時等に著しく危険な密集市街地※の面積 

約4,450ha （平成27速報）→おおむね解消（平成32） 

※ 地震時等に著しく危険な密集市街地：密集市街地のうち、延焼危険性又は避難困難性が高く、地

震時等における最低限の安全性が確保されていない、著しく危険な密集市街地 

  ・都市再生機構団地（大都市圏のおおむね1,000戸以上の団地約200団地が対象）の地域の医療福

祉拠点化（再掲） 

0団地（平成27）→150団地程度（平成37）                

  ・建替え等が行われる公的賃貸住宅団地（100戸以上）における、高齢者世帯、障害者世帯、子育

て世帯の支援に資する施設の併設率（再掲） 

平成28～平成37の期間内に建替え等が行われる団地のおおむね９割  

  ・（参考）景観計画に基づき取組を進める地域の数（市区町村数） 

458団体（平成26）→約700団体（平成32） 

・（参考）最大クラスの洪水・内水、津波・高潮に対応したハザードマップを作成・公表し、住

民の防災意識向上につながる訓練（机上訓練、情報伝達訓練等）を実施した市区町村の割合 
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   （洪水）: - （平成26）→100%（平成32） 

（内水）: - （平成26）→100%（平成32） 

（津波）: 0%（平成26）→100%（平成32） 

（高潮）: - （平成26）→100%（平成32） 

  ・(参考）土砂災害ハザードマップを作成・公表し、地域防災計画に土砂災害の防災訓練に関す

る記載のある市町村の割合 

約33%（平成26）→ 約100%（平成32） 

・（参考）国管理河川におけるタイムラインの策定数 

148市区町村（平成26）→730市区町村（平成32） 
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第３ 大都市圏における住宅の供給等及び住宅地の供給の促進 

 

（１）基本的な考え方 

①三大都市圏（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県及び茨城県、愛知県及び三重県並びに大阪府、京

都府、兵庫県及び奈良県）においては、出生率が低い一方で、高齢者の大幅な増加の見込み。 

②また、依然として長時間通勤の解消、居住水準の向上、密集市街地の改善等の大都市圏特有の課題

が存在。 

③このため、国民の居住ニーズの多様化・高度化を考慮しつつ、それぞれの世帯が無理のない負担で

良質な住宅を確保できるよう、住宅の供給等及び住宅地の供給を着実に進める必要。その際には、

地域ごとの住宅需要を見極めるとともに、地域の実情に応じた都市農地の保全の在り方に留意す

ることが必要。 

④具体的には、以下のとおり、良好な居住環境の形成に配慮しながら、地域の属性に応じた施策を推

進。 

ア 都心の地域その他既成市街地内 

土地の有効・高度利用、既存の公共公益施設の有効活用、防災性の向上、職住近接の実現等

の観点から、建替えやリフォーム等を推進するとともに、良質な住宅・宅地ストックの流通や

空き家の有効利用を促進。 

 

   イ 郊外型の新市街地開発 

既に着手している事業で、自然環境の保全に配慮され、将来にわたって地域の資産となる豊

かな居住環境を備えた優良な市街地の形成が見込まれるものに限定。 

 

（２）住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域の設定 

①（１）を踏まえ、三大都市圏に属する都府県は、各地域の様々な課題の解消を図るため、都道府県

計画において、大都市圏における圏域の中心部等への通勤・通学者の居住が想定される地域や高齢

者の大幅な増加が見込まれる地域の中から、住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき

地域を設定。 

②その際には、住宅需要を慎重に見極めるとともに、立地適正化計画を策定する市町村の取組とも連

携。 

③①で設定した各地域において、その特性を踏まえた規制・誘導手法の活用、住宅の供給等及び住宅

地の供給に関する事業の実施等の各種施策を集中的かつ総合的に実施。 
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第４ 施策の総合的かつ計画的な推進 

 

（１）住生活に関わる主体・施策分野の連携 

①本計画の目標は、市場を通じて実現されることが基本。そのため、住宅関連事業者をはじめとする

民間事業者の役割が最も重要。 

②公営住宅の整備・管理等の住宅セーフティネットの構築や地域によって多様な住生活をめぐる課

題にきめ細かく対応するためには、地方公共団体の役割が不可欠。 

③次の世代に承継される住宅ストックの形成や地域コミュニティの維持・向上のためには、居住者や

地域住民の役割が重要。 

④上記各主体を補完する主体として、都市再生機構については、既存の賃貸住宅ストックの活用を前

提として、少子高齢化に対応した子育て世帯や高齢者世帯の住宅の確保やその技術力、住宅・まち

づくりのノウハウを活用した住宅地の再生などの役割が期待される。住宅金融支援機構について

は、新たな住宅循環システムの構築や建替え・リフォームによる安全で質の高い住宅への更新等に

対応した住宅ローンの供給を支援する役割が期待される。そのため、両機構が担うべき役割を踏ま

えつつ、その機能を十分発揮させていく。 

⑤上記各主体に加え、地域住民の団体、ＮＰＯなどを含めた住生活に関わる主体が相互に連携及び協

力することが重要。 

⑥国においては、関係行政機関による「住生活安定向上施策推進会議」を活用し、本計画に基づく施

策を関係行政機関が連携して推進するとともに、施策の実施状況を毎年度とりまとめる。 

⑦国と地方公共団体等の各主体が連携することにより、防災分野、福祉分野、まちづくり分野、環境・

エネルギー分野等の国民生活に密接に関連する施策分野との連携を推進する。 

 

（２）消費者の相談体制や消費者・事業者への情報提供の充実 

①住宅の新築・リフォーム、マンションの建替え、住宅に関わるトラブル、空き家の利活用や売却・

賃貸等に関する消費者の相談体制の充実や、住宅に関する紛争の処理についてのＡＤＲ（裁判外紛

争処理手続）の利用を促進。 

②消費者が相談先や事業者等に関する必要な情報をスムーズに入手できるよう、関係する主体の連

携、ITの活用等により情報提供のあり方を充実。 

③今後、既存住宅の売買に関する相談体制や情報提供の充実を図り、新たな住宅循環システムの構

築・定着を促進。 
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④民間賃貸住宅におけるトラブルの未然防止等のため、賃貸住宅標準契約書や原状回復ガイドライ

ン等の標準ルールや賃貸住宅管理業者登録制度を普及。 

 

（３）住宅金融市場の整備と税財政上の措置 

 ①消費者が、市場を通じて住宅を選択・確保するためには、短期・変動型や長期・固定型といった多

様な住宅ローンが安定的に供給されることが重要。長期・固定型ローンについては、住宅金融証券

化市場の整備育成が必要。また、住宅を資産として活用するリバースモーゲージの普及も重要。 

②市場に良質な住宅が供給されるためには、住宅関連事業者が必要な資金を円滑に調達できること

も重要。今後、質の高い住宅ストックへの更新や既存住宅の流通を促進するためには、買取再販事

業者等の既存住宅の更新や流通を担う住宅関連事業者の資金調達を円滑にすることが必要。 

③資産として承継できる良質な住宅ストックの形成など本計画に基づく施策を推進するためには、

それらの重要度・優先順位に応じて、税制、政策金融、財政支援といった政策誘導手段を、それぞ

れの効果、特徴・役割に応じて組み合わせつつ、必要な措置を講じていくことが必要。 

 

（４）全国計画、都道府県計画、市町村における基本的な計画の策定 

①本計画において、住生活を巡る国全体の課題認識と施策の方向性を提示。 

②広域的な観点から施策の方向性を示すことや市町村間の施策の連携を促すことが期待される都道

府県は、法に基づき本計画に即した都道府県が定める住生活基本計画（以下「都道府県計画」とい

う。）を策定。 

③住生活をめぐる課題は大都市圏・地方圏で異なるなど地域によって多様。地域の特性に応じたきめ

細かな施策を講じることが必要。より地域に密着した行政主体である市町村においても、地域特性

を踏まえ、施策の方向性を示す基本的な計画を策定し、まちづくり施策、福祉施策等の住民生活に

深く関わる分野と連携して施策を実施することが必要。これまで以上に市町村計画の策定を促進

し、都道府県との連携を強化。必要な情報の提供などを通じて支援。 

 

（５）政策評価の実施と計画の見直し 

①目標の達成度を示す指標を用い、施策の効果について定期的な分析・評価を行う。 

②政策評価や社会経済情勢の変化等を踏まえて、おおむね５年後に計画を見直し、所要の変更を行

う。 
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本計画に基づく施策を推進するための参考として、別紙１～４を定める。 

また、公営住宅の供給については、別紙５の公営住宅の供給の目標量の設定の考え方に基づ

き、都道府県計画において目標量を定め、計画的な実施を図る。 

 

別紙１ 住宅性能水準 

別紙２ 居住環境水準 

別紙３ 誘導居住面積水準 

別紙４ 最低居住面積水準 

別紙５ 公営住宅の供給の目標量の設定の考え方
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別紙１ 住宅性能水準 

 住宅性能水準は、居住者ニーズ及び社会的要請に応える機能・性能を有する良好な住宅ス

トックを形成するための指針となるものであり、その内容は以下のとおりとする。 

 

１ 基本的機能 

  (1) 居住室の構成等 

① 各居住室の構成及び規模は、個人のプライバシー、家庭の団らん、接客、余暇活動等に

配慮して、適正な水準を確保する。ただし、都市部における共同住宅等において都市にお

ける利便性を考慮する場合は、個人のプライバシー、家庭の団らん等に配慮して、適正な

水準を確保する。 

② 専用の台所その他の家事スペース、便所（原則として水洗便所）、洗面所及び浴室を確

保する。ただし、適切な規模の共用の台所及び浴室を備えた場合は、各個室には専用のミ

ニキッチン、水洗便所及び洗面所を確保すれば足りる。 

③ 世帯構成に対応した適正な規模の収納スペースを確保する。 

  (2) 共同住宅における共同施設 

① 中高層住宅については、原則としてエレベーターを設置する。 

② バルコニー、玄関まわり、共用廊下等の適正な広さを確保する。 

③ 集会所、子供の遊び場等の設置及び駐車場の確保に努める。 

④ 自転車置場、ゴミ収集スペース等を確保する。 

 

２ 居住性能 

  (1) 耐震性等 

想定される大規模地震・暴風等による荷重・外力に対し、構造躯体が倒壊等に至らないよ

うに、耐震性能を含む構造強度について、適正な水準を確保する。 

  (2) 防火性 

火災に対して安全であるように、延焼防止及び覚知・避難のしやすさについて、適正な

水準を確保する。           

  (3) 防犯性 

外部からの侵入を防止するため、出入口や窓等の侵入防止対策等について、適正な水準を

確保する。 

  (4) 耐久性 

長期の安定した居住を可能とする耐久性を有するように、構造躯体の劣化防止について、

適正な水準を確保する。 
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  (5) 維持管理等への配慮 

設備配管等の維持管理・修繕等の容易性について、適正な水準を確保する。また、増改築、

改装及び模様替えの容易性について、適正な水準を確保する。 

  (6) 断熱性等 

快適な温熱環境の確保が図られるように、結露の防止等に配慮しつつ、断熱性、気密性等

について、適正な水準を確保する。また、住戸内の室温差が小さくなるよう、適正な水準を

確保する。 

  (7) 室内空気環境 

清浄な空気環境を保つため、内装材等からの化学物質、石綿等の汚染物質発生防止、換気

等について、適正な水準を確保する。 

  (8) 採光等 

窓等の外壁の開口部からの採光等について、適正な水準を確保する。 

  (9) 遮音性 

隣接住戸、上階住戸からの音等が日常生活に支障とならないように、居室の界床及び界壁

並びに外壁の開口部の遮音について、適正な水準を確保する。 

  (10)高齢者等への配慮 

加齢による一定の身体機能の低下等が生じた場合にも基本的にはそのまま住み続けるこ

とができるように、住戸内、共同住宅の共用部分等について、段差の解消、手すりの設置、

廊下幅の確保、便所の配置等に関し、日常生活の安全性及び介助行為の容易性について、適

正な水準を確保する。 

  (11)その他 

家具等の転倒の防止、落下物の防止、ガス漏れ・燃焼排ガスによる事故の防止、防水性、

設備等の使いやすさ等について、適正な水準を確保する。 

 

３ 外部性能 

  (1) 環境性能 

自然エネルギーの利用、断熱性の向上やエネルギー効率の高い設備機器の使用などエネル

ギーの使用の合理化、断熱材のノンフロン化等について、適切な水準を確保する。また、建

設・解体時の廃棄物の削減、解体処理・リサイクルの容易性、地域材・再生建材の利用、雨

水・雑排水の処理・有効利用、敷地内の緑化等について、適切な水準を確保する。 

  (2) 外観等 

外壁、屋根、門塀等の配置及びデザインの周辺との調和について、適切な水準を確保する。 
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別紙２ 居住環境水準 

居住環境水準は、地域の実情に応じた良好な居住環境の確保のための指針となるものであ

り、それぞれの項目が、地域における居住環境の現状、課題等を把握し、整備、誘導等の方向

性を示すための要素となる。 

居住環境水準の内容は、以下のとおりとする。 

 

１ 居住環境水準の項目 

  (1) 安全・安心 

    ① 地震・大規模な火災に対する安全性 

    地震による住宅の倒壊及び大規模な火災に対して安全であること。 

  ② 自然災害に対する安全性 

    津波、高潮、出水、がけの崩壊等の自然災害に対して安全であること。 

  ③ 日常生活の安全性 

生活道路の安全な通行及び犯罪発生の防止に配慮されていること。 

  ④ 環境阻害の防止 

        騒音、振動、大気汚染、悪臭等による居住環境の阻害がないこと。 

  (2) 美しさ・豊かさ 

    ① 緑 

        緑等の自然を確保し、自然環境に関する快適性を享受することができること。 

  ② 市街地の空間のゆとり・景観 

住戸及び住棟の隣棟間隔、空地等を有し、日照、採光、眺望、プライバシー等が立地条

件等に応じて適切に確保されていること。また、地域の気候・風土、歴史、文化等に即し

て、良好な景観を享受することができること。 

  (3) 持続性 

  ① 良好なコミュニティ及び市街地の持続性 

バランスのとれた地域の良好なコミュニティの維持、住宅の適切な建替え等により良

好な居住環境が維持できること。 

  ② 環境負荷への配慮 

        環境への負荷の低減に配慮したまちの構成であること。 

  (4) 日常生活を支えるサービスへのアクセスのしやすさ 

① 高齢者、子育て世帯等の各種生活サービスへのアクセスのしやすさ 

  高齢者、子育て世帯等が日常生活を支える各種サービスに容易にアクセスできること。 

② ユニバーサルデザイン 
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    高齢者、障害者をはじめとする多様な者の円滑な移動の経路が確保されていること。 

 

２ 居住環境水準の指標 

居住環境水準の指標は、地方公共団体において住民の住生活の安定の確保及び向上の促進

に関する施策の方向性を示す基本的な計画を策定する際に、居住環境水準の項目について当

該計画における目標として定めるための具体的な尺度となるものであり、居住環境水準の項

目ごとに、次のとおり例示する。なお、地方公共団体は、地域の実情を踏まえ独自の指標を定

めることができる。 

項 目 指 標 

（１）安全・安心 
  ① 地震・大規模な火災に対する安全性 
 
 
 ② 自然災害に対する安全性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ③ 日常生活の安全性 
 
 ④ 環境阻害の防止 
 
 

 

 
・地震時等に著しく危険な密集市街地の面積  
 
 
・地震時に滑動崩落による重大な被害の可能性のある大規模盛土

造成地が存在する地方公共団体のうち、宅地ハザードマップを
作成・公表し、住民に対して情報提供を実施した地方公共団体
の割合 

・土砂災害から保全される人口（急傾斜事業を含む）  
・洪水による氾濫から守られる区域の割合 
・中枢・拠点機能をもつ地域で床上浸水の恐れがある戸数 
・近年発生した床上浸水の被害戸数のうち未だ床上浸水の恐れが

ある戸数 
・津波・高潮による災害から一定の水準の安全性が確保されてい

ない地域の面積 
 
・地区内人口当たりの年間犯罪発生件数 
 
・大気汚染に関する環境基準の達成状況 
・悪臭に関する規制基準等に適合しない事業場等の数 
・騒音に関する環境基準の達成状況 
・振動に関する規制基準等に適合しない事業場等の数 

（２）美しさ・豊かさ 
  ① 緑 
 
 ② 市街地の空間のゆとり・景観 
  

 
・地区面積に対する緑に覆われた面積の比率【緑被率】 
 
・狭小宅地率 
・良好な景観の形成・保全、ゆとりある敷地規模の確保等良好な市
街地環境の形成を図ることを目的とした地区の指定比率 

 
（３）持続性 
 ① 良好なコミュニティ及び市街地の持

続性 
 
 ② 環境負荷への配慮 
 
 
 

 
・空家率 
 
 
・地区全体の人口に対する街なか区域（地域の実情に応じて設定し
た中心市街地を含む区域）内の人口比率【街なか居住比率】 

・通勤・通学における公共交通機関等利用率 



 
 

 

 24 / 27 

（４）日常生活を支えるサービスへのアク
セスのしやすさ 

 ① 高齢者、子育て世帯等の各種生活サ
ービスへのアクセスのしやすさ 

 
 
 ② ユニバーサルデザイン 
 

 
 
・公共交通不便地域内の住宅の戸数又は面積の割合 
・高齢者の在宅介護を支援するサービス等福祉サービスの実施体
制の整備率 

 
・高齢者、障害者をはじめとする多様な者が日常生活又は社会生活
において利用する施設相互間の生活関連経路を構成する道路に
おけるユニバーサルデザイン化の実施率 
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別紙３ 誘導居住面積水準 

誘導居住面積水準は、世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様なライフス

タイルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準であり、都市の郊外及び

都市部以外の一般地域における戸建住宅居住を想定した一般型誘導居住面積水準と、都市の

中心及びその周辺における共同住宅居住を想定した都市居住型誘導居住面積水準からなる。 

その面積（住戸専用面積・壁芯）は、別紙１の住宅性能水準の基本的機能を充たすことを前

提に、以下のとおりとする。 

 

(1) 一般型誘導居住面積水準  

 ① 単身者 ５５㎡ 

 ② ２人以上の世帯 ２５㎡×世帯人数＋２５㎡ 

(2) 都市居住型誘導居住面積水準  

  ① 単身者 ４０㎡ 

 ② ２人以上の世帯 ２０㎡×世帯人数＋１５㎡ 

 

注１   上記の式における世帯人数は、３歳未満の者は０．２５人、３歳以上６歳未満の者は０．５人、６歳以上

１０歳未満の者は０．７５人として算定する。ただし、これらにより算定された世帯人数が２人に満たない

場合は２人とする。 

 ２   世帯人数（注１の適用がある場合には適用後の世帯人数）が４人を超える場合は、上記の面積から５％を

控除する。 

 ３   次の場合には、上記の面積によらないことができる。 

① 単身の学生、単身赴任者等であって比較的短期間の居住を前提とした面積が確保されている場合 

② 適切な規模の共用の台所及び浴室があり、各個室に専用のミニキッチン、水洗便所及び洗面所が確保さ

れ、上記の面積から共用化した機能・設備に相当する面積を減じた面積が個室部分で確保されている場

合 
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別紙４ 最低居住面積水準 

 最低居住面積水準は、世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可

欠な住宅の面積に関する水準である。 

 その面積（住戸専用面積・壁芯）は、別紙１の住宅性能水準の基本的機能を充たすことを前

提に、以下のとおりとする。 

 

 (1) 単身者 ２５㎡ 

 (2) ２人以上の世帯 １０㎡×世帯人数＋１０㎡ 

 

注１  上記の式における世帯人数は、３歳未満の者は０．２５人、３歳以上６歳未満の者は０．５人、６歳以上

１０歳未満の者は０．７５人として算定する。ただし、これらにより算定された世帯人数が２人に満たない

場合は２人とする。 

 ２   世帯人数（注１の適用がある場合には適用後の世帯人数）が４人を超える場合は、上記の面積から５％を

控除する。 

 ３   次の場合には、上記の面積によらないことができる。 

① 単身の学生、単身赴任者等であって比較的短期間の居住を前提とした面積が確保されている場合 

② 適切な規模の共用の台所及び浴室があり、各個室に専用のミニキッチン、水洗便所及び洗面所が確保さ

れ、上記の面積から共用化した機能・設備に相当する面積を減じた面積が個室部分で確保されている場

合 

③ 既存住宅を活用する場合などで、地域における住宅事情を勘案して地方公共団体が住生活基本計画等

に定める面積が確保されている場合 
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別紙５ 公営住宅の供給の目標量の設定の考え方 

  地方公共団体は、常にその区域内の住宅事情に留意し、低額所得者の住宅不足を緩和するた

め必要があると認めるときは、公営住宅の供給を行わなければならない。 

  このような考え方に立ち、計画期間内における都道府県の区域内における公営住宅の供給の

目標量については、以下の考え方によるものとする。 

 

１ 公営住宅の供給の目標量は、新規の建設及び買取りの戸数、建替えによる建替え後の戸数、

民間住宅等の借上げの戸数並びに既存公営住宅の空家募集の戸数を合計した戸数とし、居住

の安定の確保を図るべき世帯に対し必要な住宅供給を行う観点から設定すること。なお、既存

公営住宅の空家募集の戸数は、既存ストックを最大限有効活用する観点から、割増家賃の徴収

や明渡請求など収入超過者・高額所得者対策の実施、世帯人数等に応じた住戸への住替えの促

進、定期借家制度（期限付き入居）の活用等、公営住宅の管理の適正化に配慮の上、設定する

こと。 

 

２ 当該都道府県の区域内における多様な住宅困窮者の居住の状況、民間賃貸住宅の需給、家賃

等の市場の状況等の住宅事情を分析し、これを踏まえて、市場において自力では適正な水準の

住宅を適正な負担で確保することが困難と見込まれ、公的な支援により居住の安定の確保を

図るべき世帯の数を的確に把握すること。その上で、当該世帯の居住の安定の確保のため必要

な公営住宅の供給の目標量を設定すること。その際、公営住宅の供給を補完するため、区域内

に存する公営住宅以外の公的賃貸住宅ストックの状況等を勘案し、これらの公的賃貸住宅の

活用等を図ること。 

 

３ 公営住宅の整備及び管理に当たっては、耐震性の確保はもとより、省エネルギー性能、バリ

アフリー対応、耐久性等の確保に努めるとともに、世帯人数や身体状況等に応じた規模及び設

備を備えたものとなるよう努めること。また、ストックの点検や修繕・維持補修を適切に行う

とともに、老朽化した公営住宅のストックについては、個々のストックの状況や中長期的な需

要の見通しを踏まえて、計画的な建替えや長寿命化に向けた改良等の措置を講ずること。さら

に、公営住宅の整備・管理に際しては、地域の実情を踏まえつつ、PPP/PFIも含め、民間事業

者の様々なノウハウや技術の活用を推進すること。 

 

 

 


